第８回　幹事会　議事録

２０２２年１１月２２日
幹事長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２２年１１月２２日（火）午前１２時～午後１時
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
　飯島　奈絵　　岩本　 朗　 　尾崎　一浩　　河村　利行　　久保井　一匡
　黒田　 愛　　 田積　祥子　   谷　英樹     富井　和哉　　中島　宏治
　西田   敦　   西原　和彦　   堀　智弘　　 堀川　智子　　松井　淑子　　
溝上　絢子　　峯田　和子　　宮下　泰彦　　村瀬　謙一　　両角　麻子
安原　邦博　　矢吹　洋一　　渡部　真樹子
（オブザーバー：西念京祐、廣瀬、議事録作成：田積）

幹事総数　　　　　　　　　８７名
出席幹事の数　　　　　　　２３名
委任状による出席幹事の数　２１名
合計　　　　　　　　　　　３９名（委任状との重複あり）

上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長富井和哉を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】
１　１２月総会の総会議案（１２月２６日（月）午後６時）【決議】
（１）大阪弁護士会副会長候補者推薦の件
（２）次年度幹事長選任の件 
（３）委任状の改則の件

幹事長：
１２月総会の議案として、①大阪弁護士会副会長候補者として高江先生の推薦、②次年度幹事長として岩本先生の選任、③幹事会への委任状提出方法の会則改正を総会にかけることを検討している。　　
幹事会への委任状提出方法の会則改正については、現在、出欠はグーグルフォームへの入力としつつ、委任状はFAXにて提出いただいており、煩雑と思われるので、オンラインでも提出可能に変更したい。具体的には、委任状もグーグルフォームでの入力を想定している。

幹事長にてグーグルフォームの画面を共有して示した。

幹事長：
現在の会則は委任状の押印を求めていないものの、幹事会の通知方法について１７条に規定があり、「本会則に基づく通知は、ファックス又はEメールによって行う。」となっている。グーグルフォームに入力する方法は上記に該当しないので、会則変更が必要との認識である。
　そのため、１２月総会に会則変更を提案し、１月の幹事会から適用したいと考えているのでご意見を頂きたい。

議長は、質疑・意見を求めた後、採決。
賛成多数。
採決途中に保留・棄権の方に意見を求めた。

A幹事：
なりすまし防止のための本人確認をどのように行うのか。少し検討が必要ではないか。

幹事長：
グーグルフォームは押印がないので、メールアドレスと名前で本人確認を予定しているが、なりすましが完全に排除できるとは言い切れない。

B副幹事長：
なりすましの可能性はあるが、幹事会の委任状提出リンクは、幹事にのみリ送付するため、幹事が他にリンクを漏らさなければなりすましはないと考える。対象は限定されており、そこまで慎重になる必要があるのか。様々な利便性、決議内容等を総合的に考えると、グーグルフォームの導入は良いのではないか。

C幹事：
B副幹事長に同意である。幹事会はフォーム提供先が幹事のみであり、なりすましの可能性は低いのではないか。総会も同様にとなると少し検討が必要かもしれない。

議長は、上記の意見を踏まえ、決議意思を変更される幹事を確認したが変更者は不在であったため、原案の可決承認を報告した。

２　次年度幹事長として岩本朗会員の推薦【決議】
幹事長：
　次年度幹事長として岩本朗会員を推薦する。

議長が、質疑・意見を求めた後採決したところ、賛成多数。反対なし。棄権：岩本幹事。
議長は採決の結果、原案の可決承認を報告した。

３　３月総会の招集の件【決議】
幹事長：
　３月総会を、来年３月２７日（月）午後６時から招集したいと考えている。

議長が、質疑・意見を求めた後採決したところ、賛成多数。反対、棄権・保留なし。
議長は採決の結果、原案の可決承認を報告した。

４　次年度大阪弁護士会常議員として会派が推薦する候補者数の件
幹事長：
資料６をご確認頂きたい。現在、常議員会の定員６０名は各会派が推薦する候補者の数は、各会派の会員数に比例した人数としている。もっとも、無所属と男女共同参画から立候補があった場合は会派推薦数を減らしており、近時は4人減らすことが多い。
いずれの会派が減らすかも申し合わせで順番があるが、順番に当たると同志会は定員が５人から４人に減る。特に今年は同志会が４人に減った上に、１名が常議員会議長、１名が常議員副議長となり、平委員は２人となった。平委員２名は幹事長と筆頭副幹事長となり、若手を入れることができないため、将来の副会長候補も育てられない。会派の枠を１～２名増加して欲しいとの要望があり、人数が多い会派（春秋、一水、友信）から１名減らすことを検討している。
常議員での投票が会派の意見と直結することも無く、弁護士会全体のためにはよいのでは無いかと考えるが、ご意見を頂きたい。

D幹事：
現状各会派から副会長を１人選出する体制であるため、若手を育てる必要がある。原則は民主主義なので、弁護士会に会派の意見を反映させるには人数割が原則だが、人数と常議員のバランスが大きく崩れることも無いだろうから、小会派の意見を入れるため１名程度減らすのもありうるし、弁護士会全体のためには良いと考える。

E幹事：
同志会に会派の考えを一定反映してもらうためには、人数割から少し増やしてもいいと思う。但し、今年、同志が議長・副議長とも輩出したのは同志の特別事情でないか。

幹事長：
　今年、同志から議長・副議長が出たのは、同志が推薦したからではなく、女性議長がよいとのことで、参画の会から小谷先生にお願いをしたため。蓋をあけたら議長・副議長とも同志となった。

F幹事：
E幹事の意見に同じ。

幹事長：
　以上のご意見を幹事長会に報告させて頂く。

５　各種委員会からの活動報告／政策，広報，研修，親睦，若手会
（１）広報委員会（委員長：堀川智子）
　　会議資料等は嘱託の先生からホームページにアップするよう変更した。
　　会報の春号発刊に向けて始動している。
　　１０月の政策シンポ記事、新人紹介を載せる予定である。75期は新人歓迎会が２月下旬であり、入稿がギリギリになる可能性がある。新人が入会する事務所は、新人紹介記事をご予定おきいただきたい。
（２）研修委員会（委員長：西念京祐）
　　１１月７日に岡口判事ｘ中村真弁護士の企画を実施した。リアル参加１００人強。オンライン５００人。過去の研修でも最大であろうと思われる。時間をかけてしっかり準備をしたことから充実した内容でテンポも良く大変好評であった。懇親会も大盛況であった。もっともＺｏｏｍウェビナーのノウハウは幹事長に頼っているため、今後どのような体制で行うか検討中。
　　着こなし研修は２月１３日の予定。阪急百貨店にてリアルとオンラインで実施予定。
（３）親睦委員会（委員長：宮下泰彦）
　　新人歓迎旅行を実施した。３４名の参加であり７４期の先生方はほぼ全員参加であった。
　　ワインの夕べを今日の１９時からリーガロイヤルホテルのリモネで実施予定。
　　新人歓迎会は、２月２０日、ガーデンオリエンタルで実施予定。
　　新人歓迎旅行は、３月１８，１９日を予定。
（４）政策委員会（委員長：中島宏治）
・第１回（１０月７日）のシンポについては、会報（春号）に乗せる記事は高江先生に依頼している。
・次回シンポは弁護団活動を予定しており、新人歓迎会の日程の関係で、３月７日に延期したため、春号に記事は載せずにニュースレターのみとする。
・委員メンバーに若手が集まっていないため、新入会員の割振りを執行部でも意識して検討してもらえたらありがたい。
（５）若手会（担当副幹事長：富井和哉）
・グランピング企画（１１月５～６日）１５名参加。
・若手会対抗ゴルフ（１１月１９日）では、春秋会は２位で、１位とは１打差。
・１２月に美食会を開催予定であるが、非常に好評であり、参加可能枠はもう１名だけ。
・若手会の歓迎会は日程調整中。

６　会務報告（副会長：黒田愛）
　・大阪弁護士会が維新の会と政策懇談会を行う。初めての試みであり、養育費や弁護士会の行政連携について紹介した。
　・近弁連は今週の金曜日に開催予定。Web参加は受付中のため、ふるってご参加いただきたい。
　・日弁連では、意見が分かれる重要案件が複数ある。敵基地攻撃能力の問題、家事事件の改正問題。死刑廃止に伴う代替刑の制度設計に関する提言として、終身刑に変更できる裁判を設計する等が提案されている。
以　上
